
会員各位

　　　拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　　日頃は、当協会の事業運営に格別のご支援ご協力を賜り、
　　厚くお礼申し上げます。標題につきご連絡致します。

⻄尾労働基準協会ホームページ  ４月２８日㈮掲載

「お知らせ」　　詳細はHPで確認ください

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇ 労働保険の年度更新

◇ 監督署の窓　３６協定について
◇

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【日時】　

【場所】 西尾駅前コンベンションホール　ホールA,B

【申込】 メール返信で緊急時の連絡が迅速にとれるWEB申し込みにご協力ください

ただし　WEB申し込みが難しい場合は　下記に記入してFAX願います。

西尾労働基準協会　行 FAX(0563)56-0244 令和５年　　月　　日

６月１４日セミナーと説明会に　出席します　＊参加希望の事業所のみFAXください

　事業所　　　　　

災害統計　　２月　愛知県と西尾市  ＊西尾管内災害分析は終了しました

会報５月号目次　と　リスクアセスメントセミナー参加依頼

令和５年４月２８日
西尾労働基準協会

【実施報告】　国の5ヶ年計画と西尾施策
　　　　　　　　　第14次労働災害防止計画説明会とR5定期総会資料

「会報」

【参加依頼】　西尾施策キックオフ　➡下記参加依頼へ
　　　　　  　　　リスクアセスメントセミナーと全国安全週間説明会

【全会員展開】西尾施策その内容
　　　　　　　    “危なさと向き合おう”に沿ったひとつのやり方“西尾モデル”

【参加依頼】　全国労働安全衛生大会名古屋`９月２9日㈮午後 西尾会員２社発表

応援お願いします    ２０２３年９月27〜２９日ポートメッセ名古屋

【受付開始】　安全管理者選任時研修　“危なさと向き合おう”を事例でご説明

　　　　　　　　 　`   2023年7月21日㈮　西尾駅前コンベンションホール

【受付開始】　異常処置教育　“RA動力挟まれ防止編の自律的マネジメントに不可欠

　　　　　　　　　`    2023年7月14日㈮　西尾駅前コンベンションホール

   安衛法の大きな分岐点と言われる自律的安全管理が入った第１４次防がスタートしました。
西尾では 義務化を受けてベースとなるリスクアセスメントの全会員展開を計画します。
全体を確認頂けるよう関連資料を協会HP４月『お知らせ』に集約しました。構成は以下の通り

【先行受付】　化学物質管理者選任時研修 5月中旬に‘先行受付DMを郵送します

　　　　　　　　 　`   2023年10月27日㈮1日コース　西尾駅前コンベンションホール

　　　役職・氏名

 前略　表題の件、全会員に是非ご参加頂きたくご案内します。
詳細は『お知らせ』で確認願います。申し込みは右QRコードより

リスクアセスメントセミナーと安全週間説明会　参加依頼

令和５年６月１４日㈫　1３：３0～1７：０0
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36 協定書と 36 協定届について 
 

時間外・休日労働が生じるときは、 
① 労働者代表と使用者で合意のうえ、36 協定書（労使協定）を締結 
② 36 協定書（労使協定）の内容を 36 協定届（様式 9 号等）に記入 
③ 36 協定届を労働基準監督署に提出 
④ 常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により周知 

することが必要です。 

 
行政手続における押印の見直しやデジタル化を行うため、労働基準法施行規則の一部が

改正され、令和 3 年 4 月 1 日から 36 協定届の様式が新しくなっています。 
 第一の改正点として、労働基準監督署に届け出る 36 協定届について、使用者の押印及び
署名が不要となりました（記名はしていただく必要があります。）。 
※ 36 協定届について、労働者代表の押印及び署名は改正前から不要（記名は必要）です。 
 36 協定書（労使協定）と 36 協定届を兼ねる場合には、労使で合意したうえで労使双方の
合意がなされたことが明らかとなるような方法（記名押印又は署名など）により 36 協定書
（労使協定）を締結しなければなりません。この点につきましては、厚生労働省がお示しし
た「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するＱ＆Ａ」１－５に次の質疑応答が
ありますので、参考にしてください。 
 
 Ｑ 協定書や決議書における労使双方の押印又は署名は今後も必要ですか。 
Ａ 協定書や決議書における労使双方の押印又は署名の取扱いについては、労使慣行 

や労使合意により行われるものであり、今般の「行政手続」における押印原則の見 
直しは、こうした労使間の手続に直接影響を及ぼすものではありません。引き続き、 
記名押印又は署名など労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で 
締結していただくようお願いします。 

 
第二の改正点として、36 協定書（労使協定）の適正な締結に向けて、36 協定届の労働者

代表についてのチェックボックスが新設されました。 
 
 令和５年４月時点での最新の様式については、厚生労働省ホームページ主要様式ダウン
ロードコーナー（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/）を参照し
てください。検索エンジンで「36 協定届 様式」などと検索した場合、古い様式が検索結
果に表示されることもありますので、お手数ですが上記 URL に掲載されている新様式をご
利用いただきますようお願いします。 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/


        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

3 3 8 (2)
食 料 品 製 造 業 1
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 2 1 (1)
金 属 製 品 1 2 2
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 1 3
そ の 他 1 (1)

1 5 12
 土 木 工 事 業 1 4

建 築 工 事 業 1 3 6
そ の 他 1 2

1 4
1 2 (1)

 卸 売 業 2 (1)
小 売 業 1
そ の 他

2
1 (1) 3 (1) 11 (4)
8 (1) 12 (1) 37 (7)

愛知労働局管内死亡災害発生状況 ( 令和5年4月10日 現在の速報値)

        　                年    別
  業   種

令和5年速報値 令和4年同時期(速報値) 令和4年確定値

合 計

製 造 業

建 設 業

陸 上 貨 物 運 送 事 業
商 業

清 掃 ・ と 畜 業
上 記 以 外 の 事 業
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発生日時 事故の型/起因物 災害発生状況・原因

R5.3.10.

9:05

はさまれ･巻き込まれ 砂型造型機において、砂型を送給するパレットラインが詰まったため、作業者２名が
確認していたところ、当該造型機の真上に上昇していたウェイトテーブル（砂型に注
湯する際の金型及びそのカバー）が下降し、作業者２名が挟まれたもの。そのうち１
名が死亡。

その他の一般動力機械
2023

▶

鉄鋼業10～29名 0代 年調査中 経
験

事業場
規模

業
種

R5.3.30.

9:00

交通事故(道路) 介護事業所の送迎車（職員２名と利用者５名が乗車）と乗用車が交差点で衝突し、う
ち職員１名が死亡したもの。

乗用車、バス、バイク
2023

▶

その他の事業9名以下 80代 年調査中 経
験

事業場
規模

業
種

R5.3.30.

15:30

飛来･落下 車両系建設機械（整地等）の整備中、被災者がエンジンのベルト交換を行うため、カ
ウンターウェイトを取り外そうと固定ボルトを外したところ、カウンターウェイトが落下し
被災者に激突した。整地・運搬・積込み用

2023

▶

商業9名以下 70代 60年機械修理工 経
験

事業場
規模

業
種

R5.4.5.

21:25

はさまれ･巻き込まれ 　事業場内の製品コイルを出荷前に梱包するラインにおいて、製品コイルの梱包作
業に従事していた被災者が、製品コイル（外径高さ約1.2ｍ、奥行約1.5ｍ、重さ約11t）
と搬送用Ｃフック（移載機）の間にはさまれ、胸部圧迫により死亡したもの。その他の一般動力機械

2023

▶

金属製品製造業100～299名 0代 年その他の製造工 経
験

事業場
規模

業
種

R05-04-10 出力 1/1 ページ



死傷 死亡 死傷 死亡 増減数 増減率

11 12 -1 -8.3% 

食 料 品 製 造 業 3 5 -2 -40.0% 

繊 維 工 業 0 －　　

鉄 鋼 業 2 2 0 0.0% 

金 属 製 品 1 +1 －　　

一 般 機 械 器 具 3 1 +2 +200.0% 

輸 送 機 械 製 造 1 +1 －　　

上 記 以 外 の 製 造 業 1 4 -3 -75.0% 

3 2 +1 +50.0% 

土 木 工 事 業 1 -1 -100.0% 

建 築 工 事 業 2 1 +1 +100.0% 

そ の 他 の 建 設 業 1 +1 －　　

3 2 +1 +50.0% 

8 2 +6 +300.0% 

新 聞 販 売 0 －　　

そ の 他 の 小 売 業 8 2 +6 +300.0% 

0 －　　

1 -1 -100.0% 

0 －　　

2 3 -1 -33.3% 

3 6 -3 -50.0% 

30 0 28 0 +2 +7.1% 

建 設 業

令和5年　西尾支署業種別労働災害発生状況
令和5年3月末現在

        　         　　 　　 年    別
  業   種 令和5年 令和4年 増　　減

製 造 業

 

陸 上 貨 物 運 送 事 業

小 売 業

通 信 業

社 会 福 祉 施 設

合 計

※　死亡者数は内数

飲 食 店

清 掃 ・ と 畜 業

上 記 以 外 の 事 業



⻄尾管内災害分析は
先月号を最後に終了しました

第１４次防開始2023年４月に向け、
リスクアセスメントの入口である“危険源”の普及を目的に
具体的にどのようなものか2019年より災害分析を通して
紹介してまいりましたが先月をもって終了しました

第１４次防スタートの今後は
リスクアセスメントそのものの普及に努めて参ります。


